
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

🔳改葬許可申請書記入について 

※市民係（①窓口）で  
許可証を発行します  

🔳再火葬等について  

現在の墓地等への埋葬日または火葬日を記入してください。  

🔳市営墓地の墓じまいについて  

新たに遺骨を納骨する墓地、寺院名、所在地まで詳しく書いてください。  

死亡者から見た申請者との続き柄を記入してください。  

申請書を記入後、現在遺骨を納めている墓地等の管理者から証明を受けてく
ださい。  

【墓地管理者】  
枕崎市営墓地（犬牟田・川路・立神）-→市民生活課環境整備係 (③窓口) 
納骨堂-→納骨堂管理者  

市内各集落墓地-→管理している公民館の館長又は墓地管理者  

【主な改葬の理由】  

他の墓地・納骨堂へ移す-------------☑移骨  ☐再火葬  ☐遺骨の処分  

遺骨を火葬場で焼き直してから移す  

2 つ以上の遺骨をまとめてから移す  

遺骨を火葬場で処分してもらう--------☐移骨  ☐再火葬  ☑遺骨の処分  

--☑移骨  ☑再火葬  ☐遺骨の処分  

 

改葬（改葬骨火葬）許可申請書 

死 亡 者 の 本 籍 
枕崎市○○町  

○○番地  
同左  

枕崎市□□町  

□□番地  
不詳  

死 亡 者 の 氏 名 枕崎  太郎  枕崎  花子  枕崎  一郎  枕崎家先祖  

死 亡 者 の 性 別 男  ・  女  男  ・  女  男  ・  女  男  ・  女  

死 亡 年 月 日 平成 10 年 1 月 5 日  平成 12 年 3 月 6 日  令和元年 6 月 2 日  不詳  

埋 (火 )葬の場所 
枕崎市営墓地  

（○○集落墓地など）  
同左  同左  同左  

埋 (火 )葬年月日 平成 10 年 1 月 6 日  平成 12 年 3 月 8 日  令和元年 6 月 3 日  不詳  

死亡者との続柄  長男  長男  弟  不詳  

改 葬 の 理 由 

☑移骨  

☑再火葬  

□遺骨の処分  

☑移骨  

☑再火葬  

□遺骨の処分  

☑移骨  

□再火葬  

□遺骨の処分  

□移骨  

□再火葬  

☑遺骨の処分  

改 葬 の 場 所 ○○寺納骨堂  ○○市  ○○町  〇丁目  〇番  〇号  

 

  上記のとおり申請いたします。  
 

   令和   年   月   日  
 

              申請者  住  所  枕崎市○○町  ○○番地  

                  氏  名  枕崎  次郎          ㊞  

  枕崎市長  殿  

 

埋 葬 証 明 
 

  上記の遺骨が、     墓地（納骨堂）に埋葬されていることを証明します。  

 

   令和   年   月   日      

            墓地管理者  住  所                 

氏  名               ㊞  

※ 

                                  許可番号：第     号  

 上記について、許可します。  
 
  令和   年   月   日  

               

 

不明なところは【不詳】と記入してください。  

再火葬・遺骨の処分をする場合の火葬場の予約は申請者様でお願いします。  
[使用料  １炉] 枕崎市・南さつま市（坊津町区域）の住民--4,000 円  

その他の住民------------------------20,000 円  
※骨つぼ 10 個分まで。10 個を超えるときは２炉分の使用料
になります。  

[予約・問い合わせ方法] 午後４時～5 時の間に電話でお願いします。  
[予約・問い合わせ先] 枕崎共同斎場（℡0993-72-1849）  
※火葬業務中は受付・電話対応ができません。予めご了承ください。  
※改葬後に分骨予定の方は、予約時にお伝えください。  

移骨後、墓じまいをされる方は【枕崎市営墓地使用取消願】【墓地取り壊しに関

する覚書】を提出してください。印鑑が必要です。  

火葬場の料金は申請者の住所によって金額が変わります（下記     再火葬等に
ついて参照）。枕崎市内に親戚等いらっしゃいましたら申請者をどなたにする
かご検討いただいてもかまいません。ただし、改葬先の使用者と改葬許可申
請者が異なっても問題がないか改葬先へ確認が必要です。  


